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用
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決
定

(

監

理

課)
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�

○
公
示
に
よ
る
通
知

(

同

)

…

�

雑

報

○
平
成
二
十
六
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
特
定
事
業
以
外

の
事
業
の
決
算
の
要
領
及
び
平
成
二
十
七
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市

建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
補
正
予
算

(

第
一
号)

ほ
か
三
件
の
要

領

(

新
産
業
都
市

建
設
事
業
団)

…

�

公

告

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
施
行

平
成
二
十
七
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
採
石
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
六
年
通
商
産
業
省
令
第
六
号)

第
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日
等

平
成
二
十
七
年
十
月
九
日

(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

２

場

所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム

五
階

会
議
室

｢

白
鳥｣

二

試
験
科
目
等

試
験
は
、
次
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
筆
記
に
よ
り
行
う
。

１

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項

(

環
境
保
全
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。)

２

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項

(

岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処

理
、
脱
水
ケ
ー
キ

(

脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
湿
状
の
岩
石
粉
を
い
う
。)

の
処
理
、
廃
土

及
び
廃
石
の
た
い
積
並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項)

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
九
月
一
日

(

火)

か
ら
同
月
十
八
日

(

金)

ま
で

(

郵
送
の
場
合
は
、
同
日
付

け
の
消
印
の
あ
る
も
の
ま
で
を
有
効
と
す
る
。)

四

受
験
願
書
の
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

五

提
出
書
類

１

受
験
願
書

一
通

２

写
真

一
枚

(

写
真
の
大
き
さ
は
手
札
形
で
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
正
面
上
半
身
像
と
し
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の)

六

受
験
手
数
料

八
千
円

(

青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
験
願
書
提
出
時
に
添
付
し
て
納
入
す
る
。
消
印
し
て

は
な
ら
な
い
。)

七

そ
の
他

受
験
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
各
地
域
県
民
局
地
域
整
備
部
で

配
布
す
る
。

郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
八
十
二
円
分
の
切
手
を
貼
り
付
け
、
か
つ
返
送
先
を
明
記
し
た
返

信
用
封
筒
を
同
封
し
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
に
郵
送
す
る
こ
と
。

受
験
希
望
者
に
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
か
ら
受
験
票
を
送
付
す
る
。
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( )

都
市
計
画
事
業
の
認
可

八
戸
都
市
計
画
事
業
の
認
可
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
四
日
東
北
地
方
整
備
局
告
示

第
百
三
十
五
号
で
告
示
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
六
条

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

八
戸
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
八
号
白
銀
市
川
環
状
線

(

尻
内
工
区)

二

施
行
者
の
名
称

青
森
県

三

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

四

事
業
地
の
所
在

１

収
用
の
部
分

青
森
県
八
戸
市
大
字
田
面
木
字
法
霊
林
及
び
字
中
明
戸
並
び
に
大
字
尻
内
町
字
尻
内
河
原
、

字
沢
ノ
田
、
字
六
百
刈
、
字
島
田
及
び
字
鴨
田
地
内

２

使
用
の
部
分

青
森
県
八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
尻
内
河
原
地
内

青
森
県
八
戸
市
大
字
田
面
木
字
赤
坂
、
字
法
霊
林
及
び
字
中
明
戸
並
び
に
大
字
尻
内
町
字
尻

内
河
原
地
先

公

安

委

員

会

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

今

井

高

志

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
道
路
交
通
規
則

(

平
成
十
年
九
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
九
号
中

｢

構
造
改
革
特
別
区
域
法

(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号)

第
四
条
第

九
項
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定

(

構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
変
更
の
認
定
を
含
む
。)

を
申
請
し
、
そ
の
認
定
を
受
け
て
実
施
す
る｣

を

｢

法
第
七
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
行
う｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
平
成
二
十
七
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

収

用

委

員

会

収
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
道
路
事
業

(

三
・
四
・
三
号
蜆
貝
八
重
田
線
及
び
三
・
四
・
二
十
四
号
筒
井
大

矢
沢
線)

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

青 森 県 報平成27年８月７日 金曜日 第4031号 2



( )

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日

別
表
１
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
､
地
番
､
地
目
及
び
地
積
等

別
表
２
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

赤

津

重

光

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
表
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
七
日
を
経
過
し
た
時
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の

と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
表

雑

報

青
森
県
事
業
団
公
告
第
七
号

平
成
二
十
七
年
七
月
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
理
事
会
第
二
百
七
回
定
例
会
の
議
を
経
た

平
成
二
十
六
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
特
定
事
業
以
外
の
事
業
の
決
算
の
要
領
及
び
平

成
二
十
七
年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
補
正
予
算

(

第
一
号)

ほ
か
三
件

の
要
領
を
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
五
号)

附
則
第
三

条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法

(

昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
百
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
八
月
七
日

青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団

理
事
長

三

村

申

吾

青 森 県 報平成27年８月７日 金曜日 第4031号3

地
目

地
積
(㎡
)

土
地
の
所
在

地
番

公
簿
現
況
公
簿
実
測

収
用
し
よ
う
と

し
､
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
(㎡
)

青
森
県
青
森
市
筒
井

一
丁
目

405番
8
宅
地
宅
地

161.83
161.83

40.67

氏
名

住
所

浜
田
と
く

不
明

氏
名

住
所

浜
田
と
く

住
所
不
明



( )青 森 県 報平成27年８月７日 金曜日 第4031号 4
平
成
26年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
管
理
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

歳
入款

項
予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

予
算
現
額
と
収
入

済
額
と
の
比
較

１
分
担
金
及
び

負
担

金
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歳
入

合
計

����������
����������

����������
�

�
��

円
円

円
円

円
円

歳
出款

項
予
算
現
額

支
出
済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額
予
算
現
額
と
支
出

済
額
と
の
比
較

１
事
業
団
費


���������
���������

�


���������


���������

１
事
業
団
運
営
費


���������
���������

�


���������


���������

歳
出

合
計

����������
	���
�	��

�
�
	� 	�	����

�	�	�	����

円
円

円
円

円

歳
入
歳
出
差
引
残
額

２
４
,
４
５
４
,
６
５
８
円



( ) 青 森 県 報平成27年８月７日 金曜日 第4031号5
平
成
26年
度
青
森
県
新
産
業
都
市
建
設
事
業
団
一
般
事
業
会
計
歳
入
歳
出
決
算
書

歳
入款

項
予
算
現
額

調
定

額
収
入
済
額

不
納
欠
損
額

収
入
未
済
額

予
算
現
額
と
収
入

済
額
と
の
比
較

１
事
業
収
入

�����������
���������	


���������	

�

�
	
��	


１
臨
海
収
入

�����������
�����������

�����������
�

�
	�����

２
市
川
収
入

	����
	��
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歳
入

合
計
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���������	
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円
円

円
円

円
円

歳
出款

項
予
算
現
額

支
出
済
額

翌
年
度
繰
越
額

不
用

額
予
算
現
額
と
支
出

済
額
と
の
比
較

１
事
業
支
出

�����������
�����������

�
������

������

１
臨
海
事
業
費

�����������
�����������

�
������

������

２
市
川
事
業
費

	����
�

�
	����

	����

歳
出

合
計

�����������
�����������

�
������

������

円
円

円
円

円

歳
入
歳
出
差
引
残
額

５
９
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( )青 森 県 報平成27年８月７日 金曜日 第4031号 6

平成27年度青森県新産業都市建設事業団

一般管理会計補正予算 (第１号)

平成27年度青森県新産業都市建設事業団一般管理会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ24,453千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,439千

円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ｢第１表歳入歳出予

算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

２ 繰 越 金 � ������ ������

１ 繰 越 金 � ������ ������

歳 入 合 計 ����� �����	 	
��	�

千円 千円 千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 団 費 ��	
� ������ �����	

１ 事業団運営費 ��	
� ������ �����	

歳 出 合 計 ����� �����	 	
��	�

千円 千円 千円



( ) 青 森 県 報平成27年８月７日 金曜日 第4031号7

平成27年度青森県新産業都市建設事業団

一般事業会計補正予算 (第１号)

平成27年度青森県新産業都市建設事業団一般事業会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるところによる｡

(歳入歳出予算の補正)

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ56千円を追加し､ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ61千円とする｡

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は ｢第１表歳入歳出予

算補正｣ による｡

第１表 歳入歳出予算補正

歳 入

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 収 入 � �� ��

１ 臨 海 収 入 � �� ��

歳 入 合 計 � �� ��

千円 千円 千円

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

１ 事 業 支 出 � �� ��

１ 臨海事業費 � �� ��

歳 出 合 計 � �� ��

千円 千円 千円
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青 森 県 報平成27年８月７日 金曜日 第4031号 8

平成27年度青森県新産業都市建設事業団

金矢工業用地造成事業会計補正予算 (第１号)

(総 則)

第１条 平成27年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計補正予算 (第１号) は､ 次に定めるとこ

ろによる｡

(収益的収入及び支出)

第２条 平成27年度青森県新産業都市建設事業団金矢工業用地造成事業会計予算第２条に定めた収益的支出の予定額

を次のとおり補正する｡

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

支 出

第１款 事 業 費 用 89,725千円 540,257千円 629,982千円

第１項 営 業 費 用 89,725千円 21,354千円 111,079千円

第２項 営 業 外 費 用 0千円 518,903千円 518,903千円

平成27年度青森県新産業都市建設事業団

八戸北インター工業用地造成事業会計補正予算 (第１号)

(総 則)

第１条 平成27年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計補正予算 (第１号) は､ 次に

定めるところによる｡

(資本的収入及び支出)

第２条 平成27年度青森県新産業都市建設事業団八戸北インター工業用地造成事業会計予算第３条の次に､ 次の１条

を加える｡

(資本的収入及び支出)

第４条 資本的収入及び支出の予定額は､ 次のとおりと定める､ (資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

50,000千円は､ 当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする｡ )

(科 目) (既決予定額) (補正予定額) ( 計 )

収 入 0千円 0千円 0千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 0千円 50,000千円 50,000千円

第１項 用地造成事業費 0千円 50,000千円 50,000千円


